
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
提
出

質

問

第

七

号

政
府
の
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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政
府
の
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
会
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
質
問
主
意
書
制
度
は
議
員
が
政
府
の
在
り
方
を
不
断

に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
た
め
、
議
員
に
当
然
に
付
与
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
制
度
を
有
効
に
活
用
し
て
い

く
こ
と
は
、
議
員
の
責
務
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
�
）

政
府
が
昨
今
、
国
会
に
対
し
「
質
問
主
意
書
」
提
出
の
抑
制
措
置
の
検
討
を
求
め
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
が
事
実

か
。
事
実
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
質
問
主
意
書
」
提
出
の
抑
制
は
国
会
法
に
定
め
ら
れ
た
国
会
議
員
の
権
利
を
奪
う
横
暴
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
国
民

か
ら
の
政
府
に
対
す
る
監
視
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
う
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
答
弁

さ
れ
た
い
。

（
�
）

行
政
職
員
は
、
一
方
で
出
版
物
な
ど
の
監
修
業
務
を
行
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
本
来
職
務
の
一
つ
で
あ
る
「
質
問
主

意
書
」
を
煩
わ
し
く
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
質
問
主
意
書
」
制
度
が
活
発
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
会
が
健
全
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
の
証
だ
と
思

一



う
。
従
っ
て
、
「
質
問
主
意
書
」
の
提
出
期
日
に
つ
い
て
国
会
開
会
中
の
み
な
ら
ず
、
閉
会
中
も
提
出
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
行
政
職
員
の
負
担
を
年
間
を
通
し
て
均
一
化
す
る
こ
と
に
な
る

と
も
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


